


施策 3-1-1：市民参加と協働の推進

事 業 № 60 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 市民参加推進事業

事業目的 ･

概 要

「市民と行政との協働による暮らしやすい春日部市」をつくるため、市民参加推進

条例に基づき、市民参加の推進を図る。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度

▶市民参加推進審

議会開催２回／年

▶市民参加手続の

推進、実績管理

▶市民参加推進審

議会開催２回／年

▶市民参加手続の

推進、実績管理

▶市民参加推進審

議会開催

▶市民参加手続の

推進、実績管理

▶市民参加推進審

議会開催

▶市民参加手続の

推進、実績管理

▶市民参加推進審

議会開催

▶市民参加手続の

推進、実績管理

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-1-1：市民参加と協働の推進

事 業 № 61 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 市民協働推進事業

事業目的 ･

概 要

地域の担い手を目指す市民団体と協働で市民活動の啓発や促進を行うための事業

を行う。また、より多くの市民が安心して市民活動に参加できるように「市民活動総

合補償制度」の運用を行う。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度

▶市民と行政との

協働の啓発や促進

▶市民活動総合補

償制度の実施

▶市民と行政との

協働の啓発や促進

▶市民活動総合補

償制度の実施

▶市民と行政との

協働の啓発や促進

▶市民活動総合補

償制度の実施

▶市民と行政との

協働の啓発や促進

▶市民活動総合補

償制度の実施

▶市民と行政との

協働の啓発や促進

▶市民活動総合補

償制度の実施

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-1-1：市民参加と協働の推進

事 業 № 62 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 市民活動センター運営事業

事業目的 ･

概 要

市民団体の支援および団体同士の交流の場である市民活動センターについて、市民

活動に関する情報収集・発信や相談機能の充実や事業の推進を行うことで、市民団体

への支援の充実ならびにネットワーク化を図る。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4 年度

▶市民活動センタ

ー機能の充実

▶指定管理者制度

の導入

▶市民活動センタ

ー機能の充実

▶市民活動センタ

ー機能の充実

▶指定管理者の選

定

▶市民活動センタ

ー機能の充実

▶市民活動センタ

ー機能の充実

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-1-2：コミュニティ活動の活性化

事 業 № 63 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 自治会加入促進活動 重 点 Ｐ 重点③

事業目的 ･

概 要

地域コミュニティの核となる自治会への加入促進を図る。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4 年度

▶自治会加入促進

活動の実施

▶自治会を中心と

した地域コミュニ

ティ活性化のため

の事業の検討

▶自治会活動のＰ

Ｒの充実

▶自治会加入促進

活動の実施

▶自治会を中心と

した地域コミュニ

ティ活性化のため

の事業の検討

▶自治会活動のＰ

Ｒの充実

▶自治会加入促進

活動の実施

▶自治会を中心と

した地域コミュニ

ティ活性化のため

の事業の検討

▶自治会活動のＰ

Ｒの充実

▶自治会加入促進

活動の実施

▶自治会を中心と

した地域コミュニ

ティ活性化のため

の事業の検討

▶自治会活動のＰ

Ｒの充実

▶自治会加入促進

活動の実施

▶自治会を中心と

した地域コミュニ

ティ活性化のため

の事業の検討

▶自治会活動のＰ

Ｒの充実

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-1-2：コミュニティ活動の活性化

事 業 № 64 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 自治振興事業 重 点 Ｐ 重点③

事業目的 ･

概 要

市業務の委託により、市民への円滑な情報伝達（広報誌・議会だよりなどの配布）

と政策形成過程での市民参加を推進する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度

▶自治会連合会と

業務委託契約の締

結

▶自治会連合会の

事務局業務

▶自治会連合会と

業務委託契約の締

結

▶自治会連合会の

事務局業務

▶自治会連合会と

業務委託契約の締

結

▶自治会連合会の

事務局業務

▶自治会連合会と

業務委託契約の締

結

▶自治会連合会の

事務局業務

▶自治会連合会と

業務委託契約の締

結

▶自治会連合会の

事務局業務

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-1-2：コミュニティ活動の活性化

事 業 № 65 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 集会所建設コミュニティ助成事業費補助金

事業目的 ･

概 要

集会所建設や備品整備事業の希望団体に対し、県・自治総合センターの事業採択を

活用し、補助・助成することで、地域コミュニティの活性化を図る。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度

▶集会所施設整備

事業費補助金の交

付 ０件

▶コミュニティ推

進事業費助成金の

交付 １件

▶集会所施設整備

事業費補助金の交

付 ０件

▶コミュニティ推

進事業費助成金の

交付 2 件

▶集会所施設整備

事業費補助金の交

付

▶コミュニティ推

進事業費助成金の

交付

▶集会所施設整備

事業費補助金の交

付

▶コミュニティ推

進事業費助成金の

交付

▶集会所施設整備

事業費補助金の交

付

▶コミュニティ推

進事業費助成金の

交付

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-1-2：コミュニティ活動の活性化

事 業 № 66 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 コミュニティ推進協議会運営事業

事業目的 ･

概 要

市民主体のまちづくりやコミュニティづくりの意義など、コミュニティ意識の啓発

を行うと同時に活動団体間のネットワークづくりを支援する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4 年度

▶コミュニティ推

進協議会への補助

の実施

▶藤まつり、コミ

ュニテ ィ夏 まつ

り、古利根川清掃

ほか

▶コミュニティ推

進協議会への補助

の実施

▶藤まつり、コミ

ュニテ ィ夏 まつ

り、古利根川清掃

ほか

▶コミュニティ推

進協議会への補助

の実施

▶藤まつり、コミ

ュニテ ィ夏 まつ

り、古利根川清掃

ほか

▶コミュニティ推

進協議会への補助

の実施

▶藤まつり、コミ

ュニテ ィ夏 まつ

り、古利根川清掃

ほか

▶コミュニティ推

進協議会への補助

の実施

▶藤まつり、コミ

ュニテ ィ夏 まつ

り、古利根川清掃

ほか

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-1-3：国際交流の推進

事 業 № 67 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 国際化推進事業

事業目的 ･

概 要

春日部市国際交流協会等への支援を通じ、姉妹都市、友好都市交流の活性化に努め

るとともに、英会話教室など市民が外国語および異文化を学習する機会を提供する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4 年度

▶事業の開催支援

（英会話教室 20

回／外国語サロン

20 回）

▶姉妹、友好都市

交流事業

▶事業の開催支援

（英会話教室 20

回／外国語サロン

18 回）

▶姉妹、友好都市

交流事業

▶英会話教室や外

国語サロンへの開

催支援各 20 回／

年程度

▶姉妹、友好都市

交流事業

▶英会話教室や外

国語サロンへの開

催支援各 20 回／

年程度

▶姉妹、友好都市

交流事業

▶英会話教室や外

国語サロンへの開

催支援各 20 回／

年程度

▶姉妹、友好都市

交流事業

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-1-3：国際交流の推進

事 業 № 68 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 国際交流ボランティア育成派遣事業

事業目的 ･

概 要

増加する外国人住民やインバウンドの増加に対応するため、春日部市国際交流協会

等と連携し、各種ボランティア養成講座等を実施し、行政機関等からの派遣要請に応

じ、ボランティアを派遣する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4 年度

▶日本語ボランテ

ィアスタッフの養

成講座の開催 3 回

／年

▶ボランティア通

訳の派遣

▶多文化共生ボラ

ンティアの周知・

活用

▶日本語ボランテ

ィアスタッフの養

成講座の開催 3 回

／年

▶ボランティア通

訳の派遣

▶多文化共生ボラ

ンティアの周知・

活用

▶日本語ボランテ

ィアスタッフの養

成講座の開催２回

／年

▶ボランティア通

訳の派遣

▶多文化共生ボラ

ンティアの周知・

活用

▶日本語ボランテ

ィアスタッフの養

成講座の開催２回

／年

▶ボランティア通

訳の派遣

▶多文化共生ボラ

ンティアの周知・

活用

▶日本語ボランテ

ィアスタッフの養

成講座の開催２回

／年

▶ボランティア通

訳の派遣

▶多文化共生ボラ

ンティアの周知・

活用

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-1-3：国際交流の推進

事 業 № 69 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 多文化共生促進事業

事業目的 ･

概 要

市内の各地区において外国人住民が日本語学習のできる場を提供するとともに各

種団体へ相談・支援を行う。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4 年度

▶日本語教室の運

営・支援 68 回／

年

▶多言語ガイドマ

ップの改訂

▶日本語教室の運

営・支援 146 回／

年

▶日本語教室の運

営・支援 160 回／

年程度

▶多言語ガイドマ

ップの改訂

▶日本語教室の運

営・支援 160 回／

年程度

▶日本語教室の運

営・支援 160 回／

年程度

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-1-3：国際交流の推進

事 業 № 70 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 国際交流拠点の設置

事業目的 ･

概 要

国際交流、多文化共生の地域の活動拠点として、多言語での生活情報の提供や、国

際交流に関心のある市民が集える場所を提供する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4 年度

▶外国人のための

多言語情報収集、

発信

▶外国人のための

多言語情報収集、

発信

▶外国人のための

多言語情報収集、

発信

▶外国人のための

多言語情報収集、

発信

▶外国人のための

多言語情報収集、

発信

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-1-3：国際交流の推進

事 業 № 71 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 非核平和事業

事業目的 ･

概 要

市民一人ひとりが世界の恒久平和を願い、平和に対する理解と認識を深めるための

イベントや、「非核平和都市宣言」の周知を行う。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4 年度

▶平和啓発イベン

トの実施５回／年

▶平和啓発イベン

トの実施６回／年

▶平和のタイムカ

プセル開封・返却・

展示

▶平和啓発イベン

トの実施２～３回

／年

▶平和啓発イベン

トの実施２～３回

／年

▶平和啓発イベン

トの実施２～３回

／年

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-2-1：人権を尊重するまちづくりの推進

事 業 № 72 担 当 部 課 総務部 総務課

事 業 名 庶務事務（人権啓発等）

事業目的 ･

概 要

人権に関する相談体制の充実や人権尊重意識の高揚を図るため、人権相談窓口を開

設するとともに人権啓発活動を実施する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3 年度 令和 4年度

▶人権相談窓口の

開設

▶啓発活動の実施

▶埼葛人権を考え

るつどいの会場市

開催

▶人権相談窓口の

開設

▶啓発活動の実施

▶人権相談窓口の

開設

▶啓発活動の実施

▶人権相談窓口の

開設

▶啓発活動の実施

▶地域啓発活動活

性化事業実施

▶埼葛人権を考え

るつどいの会場市

開催

▶人権相談窓口の

開設

▶啓発活動の実施

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-2-1：人権を尊重するまちづくりの推進

事 業 № 73 担 当 部 課 社会教育部 社会教育課

事 業 名 社会教育総務事務（人権教育等）

事業目的 ･

概 要

人権尊重意識の高揚を図るため、あらゆる機会をとらえ、人権・同和教育を推進す

る。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

▶多様な研修会の

実施

▶啓発事業の実施

（市民 アカ デミ

ー）

▶啓発教材の購入

（ＤＶＤ）

▶多様な研修会の

実施

▶啓発事業の実施

（ 市 民 アカ デ ミ

ー）

▶啓発教材の購入

（ＤＶＤ）

▶多様な研修会の

実施

▶啓発事業の実施

（ 市 民ア カデ ミ

ー）

▶啓発教材の購入

（ＤＶＤ）

▶多様な研修会の

実施

▶啓発事業の実施

（市民 アカ デミ

ー）

▶啓発教材の購入

（ＤＶＤ）

▶多様な研修会の

実施

▶啓発事業の実施

（ 市 民 アカ デ ミ

ー）

▶啓発教材の購入

（ＤＶＤ）

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-2-2：男女共同参画の推進

事 業 № 74 担 当 部 課 市民生活部 市民参加推進課

事 業 名 男女共同参画推進センター運営事業 重 点 Ｐ 重点①

事業目的 ･

概 要

春日部市男女共同参画推進センターを管理運営するとともに、男女共同参画を推進

するため、情報・学習機会の提供および相談業務の充実を図り、市民参画による交流

事業を行う。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4 年度

▶男女共同参画推

進センター機能の

充実

▶指定管理者制度

の導入

▶男女共同参画推

進センター機能の

充実

▶男女共同参画推

進センター機能の

充実

▶男女共同参画推

進センター機能の

充実

▶男女共同参画推

進センター機能の

充実

▶指定管理者の選

定

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-3-1：社会教育の充実

事 業 № 75 担 当 部 課 社会教育部 社会教育課

事 業 名 社会教育総務事務

事業目的 ･

概 要

地域における教育活動を奨励するとともに、市民の個性や能力、学習意欲の向上を

支援するため、さまざまな学習機会の提供および社会教育に関する相談、学社連携事

業などを行う。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

▶社会教育委員会

議の開催

▶市民アカデミー

の実施

▶学社連携事業の

実施

▶社会教育委員会

議の開催

▶市民アカデミー

の実施

▶学社連携事業の

実施

▶社会教育委員会

議の開催

▶市民アカデミー

の実施

▶学社連携事業の

実施

▶社会教育委員会

議の開催

▶市民アカデミー

の実施

▶学社連携事業の

実施

▶社会教育委員会

議の開催

▶市民アカデミー

の実施

▶学社連携事業の

実施

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-3-1：社会教育の充実

事 業 № 76 担 当 部 課 社会教育部 中央公民館

事 業 名 公民館運営事業 重 点 Ｐ 重点①

事業目的 ･

概 要

社会教育法に基づき、中央公民館および各地区公民館において、地域にねざした事

業を展開し、市民の学習ニーズに応えた事業を適時実施するとともに、市民の自由な

学習活動の場を提供する。

・教養事業

・地域交流促進事業

・学習団体育成事業など

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3 年度 令和 4年度

▶各種事業の実施 ▶各種事業の実施 ▶各種事業の実施 ▶各種事業の実施 ▶各種事業の実施

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-3-1：社会教育の充実

事 業 № 77 担 当 部 課 社会教育部 社会教育課

事 業 名 図書館運営事業

事業目的 ･

概 要

市民の自主的学習要求に応えるため、図書館の蔵書の充実および適正な蔵書管理を

行い、中央・武里・庄和図書館を指定管理者により管理運営する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

▶図書館蔵書の選

定（購入と除籍）

▶指定管理者の継

続監視

▶指定管理者によ

る図書館運営と各

種事業の実施

▶図書館蔵書の選

定（購入と除籍）

▶指定管理者の継

続監視

▶指定管理者によ

る図書館運営と各

種事業の実施

▶指定管理者の選

定

▶図書館蔵書の選

定（購入と除籍）

▶指定管理者の継

続監視

▶指定管理者によ

る図書館運営と各

種事業の実施

▶図書館蔵書の選

定（購入と除籍）

▶指定管理者の継

続監視

▶指定管理者によ

る図書館運営と各

種事業の実施

▶図書館蔵書の選

定（購入と除籍）

▶指定管理者の継

続監視

▶指定管理者によ

る図書館運営と各

種事業の実施

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-3-1：社会教育の充実

事 業 № 78 担 当 部 課 社会教育部 社会教育課

事 業 名 視聴覚センター運営事業

事業目的 ･

概 要

市民の生涯学習ニーズに応じた学習の機会と場を提供し、生涯学習に取り組む意識

を高めるため、各種の講座および視聴覚ライブラリーの貸出しを実施する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

▶市民パソコンセ

ミナーの実施

▶市民映像セミナ

ーの実施

▶ビデオフェステ

ィバルの実施

▶市民パソコンセ

ミナーの実施

▶市民映像セミナ

ーの実施

▶ビデオフェステ

ィバルの実施

▶市民パソコンセ

ミナーの実施

▶市民映像セミナ

ーの実施

▶ビデオフェステ

ィバルの実施

▶市民パソコンセ

ミナーの実施

▶市民映像セミナ

ーの実施

▶ビデオフェステ

ィバルの実施

▶市民パソコンセ

ミナーの実施

▶市民映像セミナ

ーの実施

▶ビデオフェステ

ィバルの実施

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-3-2：生涯学習の振興

事 業 № 79 担 当 部 課 社会教育部 社会教育課

事 業 名 生涯学習推進事業 重 点 Ｐ 重点①

事業目的 ･

概 要

生涯学習関連施策の総合的な推進を図るため、生涯学習推進組織を設置し、さまざ

まな学習の機会および活動成果の発表の場を提供する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

▶かすかべし出前

講座の実施

▶生涯学習市民塾

の実施

▶遊学１日体験教

室の実施

▶かすかべし出前

講座の実施

▶生涯学習市民塾

の実施

▶遊学１日体験教

室の実施

▶かすかべし出前

講座の実施

▶生涯学習市民塾

の実施

▶遊学１日体験教

室の実施

▶かすかべし出前

講座の実施

▶生涯学習市民塾

の実施

▶遊学１日体験教

室の実施

▶かすかべし出前

講座の実施

▶生涯学習市民塾

の実施

▶遊学１日体験教

室の実施

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-4-1：文化・芸術の創造と振興

事 業 № 80 担 当 部 課 社会教育部 社会教育課

事 業 名 芸術文化振興事業

事業目的 ･

概 要

芸術文化の振興を図るため、市美術展覧会（市展）の開催や市内彫刻の活用、文化・

芸術団体の自主事業に対する支援、芸術文化情報の収集・提供などを行う。

年度別計画

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3 年度 令和 4年度

▶市展の開催

▶文化・芸術団体

の活動支援

▶文化・芸術情報

の収集・提供

▶市展の開催

▶文化・芸術団体

の活動支援

▶文化・芸術情報

の収集・提供

▶市展の開催

▶文化・芸術団体

の活動支援

▶文化・芸術情報

の収集・提供

▶市展の開催

▶文化・芸術団体

の活動支援

▶文化・芸術情報

の収集・提供

▶市展の開催

▶文化・芸術団体

の活動支援

▶文化・芸術情報

の収集・提供

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-4-1：文化・芸術の創造と振興

事 業 № 81 担 当 部 課 学校教育部 学校総務課

事 業 名 市民文化会館運営事業

事業目的 ･

概 要

市民文化の向上を図るため、文化芸術の鑑賞と発表の場である市民文化会館を管理

運営する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4 年度

▶貸館業務

▶施設 の維 持管

理、運営

▶貸館業務

▶施設 の維 持管

理、運営

▶貸館業務

▶施設 の維 持管

理、運営

▶貸館業務

▶施設 の維 持管

理、運営

▶貸館業務

▶施設 の維 持管

理、運営

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-4-2：郷土の歴史と文化遺産の保護と活用

事 業 № 82 担 当 部 課 社会教育部 文化財保護課

事 業 名 文化財保護事業

事業目的 ･

概 要

市内に所在する文化遺産を市民共有の財産として健全に、保護保存して後世に継承

するとともに、市民にその魅力を周知し、市に対する愛着や誇りを育む。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

▶文化遺産の調査

▶文化財の指定

▶普及啓発事業

▶文化財保存事業

への補助

▶文化遺産の調査

▶文化財の指定

▶普及啓発事業

▶文化財保存事業

への補助

▶文化遺産の調査

▶文化財の指定

▶普及啓発事業

▶文化財保存事業

への補助

▶文化遺産の調査

▶文化財の指定

▶普及啓発事業

▶文化財保存事業

への補助

▶文化財保存活用

地域計画の策定

▶文化遺産の調査

▶文化財の指定

▶普及啓発事業

▶文化財保存事業

への補助

▶文化財保存活用

地域計画の策定

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-4-2：郷土の歴史と文化遺産の保護と活用

事 業 № 83 担 当 部 課 社会教育部 文化財保護課

事 業 名 神明貝塚保存公開事業

事業目的 ･

概 要

国の内外に誇るべき重要な遺跡である神明貝塚の国史跡化と健全な保護を進め、市

内外への魅力の発信を行う。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

▶普及啓発事業

▶地権者の合意形

成

▶詳細報告書刊行

に向けた整理

▶普及啓発事業

▶地権者の合意形

成

▶文化庁への意見

具申

▶国史跡指定

▶詳細報告書刊行

に向けた整理

▶普及啓発事業

▶国史跡指定

▶保存活用計画の

策定

▶詳細報告書刊行

に向けた整理

▶普及啓発事業

▶国史跡の保護

▶詳細報告書刊行

に向けた整理

▶普及啓発事業

▶国史跡の保護

▶詳細報告書刊行

に向けた整理

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-4-2：郷土の歴史と文化遺産の保護と活用

事 業 № 84 担 当 部 課 社会教育部 文化財保護課

事 業 名 市史編さん事業

事業目的 ･

概 要

市の歴史・伝統および文化の正しい理解のため、市史の編さんを行い、収集した史

料を整理・保存するとともに、歴史資料として重要な公文書等の散逸を防ぐため、収

集、整理および保存を行う。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

▶資料整理

▶ 自 然 誌部 会 発

足・調査

▶歴史的公文書な

どの収集・整理

▶資料整理

▶自然誌部会調査

▶歴史的公文書な

どの収集・整理

▶資料整理

▶自然誌部会調査

▶歴史的公文書な

どの収集・整理

▶年表編 HP 上の

公開

▶資料整理

▶自然誌部会調査

▶歴史的公文書な

どの収集・整理

▶資料整理

▶自然 誌部 会調

査・執筆

▶歴史的公文書な

どの収集・整理

▶石造物絵馬部会

の発足・調査

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-4-2：郷土の歴史と文化遺産の保護と活用

事 業 № 85 担 当 部 課 社会教育部 文化財保護課

事 業 名 郷土資料館運営事業

事業目的 ･

概 要

市の歴史・文化をテーマとする常設展示・企画展示および講座等を実施して市民の

郷土愛をはぐくむとともに、郷土資料を後世に伝えるため、資料の収集・保存、調査・

研究を行う。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度

▶ 郷 土 資料 の 調

査・研究

▶ 郷 土 資料 の 保

存・整理と公開

▶企画展示の開催

▶学習支援事業の

実施

▶ 郷 土資 料の 調

査・研究

▶ 郷 土資 料の 保

存・整理と公開

▶企画展示の開催

▶学習支援事業の

実施

▶ 郷 土資 料の 調

査・研究

▶ 郷 土資 料の 保

存・整理と公開

▶企画展示の開催

▶学習支援事業の

実施

▶ 郷 土資 料の 調

査・研究

▶ 郷 土資 料の 保

存・整理と公開

▶企画展示の開催

▶学習支援事業の

実施

▶郷土 資料 の調

査・研究

▶郷土 資料 の保

存・整理と公開

▶企画展示の開催

▶学習支援事業の

実施

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-5-1：スポーツ・レクリエーション活動の推進

事 業 № 86 担 当 部 課 社会教育部 スポーツ推進課

事 業 名 体育総務事務 重 点 Ｐ 重点①

事業目的 ･

概 要

市民がスポーツを行うにあたり、必要とされる施設、機会、指導者を提供すること

により、市の生涯スポーツの普及推進を図る。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度

▶生涯スポーツ・

レクリエーション

活動の推進

▶指導者の育成と

資質の向上

▶生涯スポーツ・

レクリエーション

活動の推進

▶指導者の育成と

資質の向上

▶生涯スポーツ・

レクリエーション

活動の推進

▶指導者の育成と

資質の向上

▶生涯スポーツ・

レクリエーション

活動の推進

▶指導者の育成と

資質の向上

▶生涯スポーツ・

レクリエーション

活動の推進

▶指導者の育成と

資質の向上

実 施 期 間

SDGs ゴール

施策 3-5-1：スポーツ・レクリエーション活動の推進

事 業 № 87 担 当 部 課 社会教育部 スポーツ推進課

事 業 名 大凧マラソン大会実施事業

事業目的 ･

概 要

マラソンを通じて、「春日部市」と「大凧あげ」を広く全国に周知するとともに、

市民のボランティア意識の高揚を図る。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度

▶第 30 回記念大

会開催

▶第 31 回大会開

催

▶第 32 回大会開

催

▶第 33 回大会開

催

▶第 34 回大会開

催

実 施 期 間

SDGs ゴール
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施策 3-5-1：スポーツ・レクリエーション活動の推進

事 業 № 88 担 当 部 課 社会教育部 スポーツ推進課

事 業 名 体育施設運営事業 重 点 Ｐ 重点①

事業目的 ･

概 要

安全かつ快適なスポーツ・レクリエーション活動の場を提供し、市の生涯スポーツ

の普及推進を図るため、体育施設を管理運営する。

年度別計画

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3年度 令和 4年度

▶体育施設の維持

管理と利用促進

▶春日部市体育施

設整備基本計画の

策定

▶体育施設の維持

管理と利用促進

▶総合体育施設の

段階的な整備

▶体育施設の維持

管理と利用促進

▶総合体育施設の

段階的な整備

▶指定管理者の選

定

▶体育施設の維持

管理と利用促進

▶総合体育施設の

段階的な整備

▶体育施設の維持

管理と利用促進

▶総合体育施設の

段階的な整備

実 施 期 間

SDGs ゴール
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基本目標３ ～市民が主役となって活躍し、生きがいを持てるまち～【市民参加・文化・スポーツ】


